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上尾市学校運営協議会規則の一部を改正する規則新旧対照表

上尾市学校運営協議会規則（平成30年上尾市教委規則第5号）

改 正 案 現  行

（学校運営に関する基本的な方針の

承認）

（学校運営に関する基本的な方針の

承認）

第３条  対象学校（法第４７条の５第

２項第１号に規定する対象学校をい

う。以下同じ。）の校長は、次に掲

げる事項について、毎年度基本的な

方針を作成し、協議会の承認を得る

ものとする。

第３条  対象学校（法第４７条の５第

２項第１号に規定する対象学校をい

う。以下同じ。）の校長は、次に掲

げる事項について、毎年度基本的な

方針を作成し、協議会の承認を得る

ものとする。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略

(4) 業務量管理及び健康確保措置の

実施に関すること。

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(5) 略 (4) 略

２ 略 ２ 略
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上尾市学校給食実施条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表

上尾市学校給食実施条例施行規則（令和7年上尾市教委規則第6号）

改 正 案 現  行

附 則 附 則

１～８ 略 １～８ 略

（学校給食費の額の特例）

９  小学校に係る学校給食費負担者

（児童生徒が学校給食を受ける場合

における当該児童生徒の保護者を除

く。）から令和８年３月分に係る学

校給食費を徴収する場合における第

４条第１項第２号及び第３項第２号

の規定の適用については、同条第１

項第２号中「５，０００円」とある

のは「５，７００円」と、同条第３

項第２号中「３００円」とあるのは

「３１０円」とする。

１０  中学校に係る学校給食費負担者

（児童生徒が学校給食を受ける場合

における当該児童生徒の保護者を除

く。）から令和８年３月分に係る学

校給食費を徴収する場合における第

４条第１項第４号及び第３項第４号

の規定の適用については、同条第１

項第４号中「５，９５０円」とある

のは「７，０００円」と、同条第３

項第４号中「３６０円」とあるのは

「３８０円」とする。

＿＿＿＿＿＿＿＿
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